
3　職員の給与の状況

(1) 総括  

ア　人件費の状況（普通会計決算）

イ  職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）1　職員手当には退職手当を含まない。

　　　2　職員数は令和2年4月1日現在の人数である。

3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、

　職員数には当該職員を含んでいない。

ウ　ラスパイレス指数の状況

（注）1  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(1)適

　用職員の俸給月額を100として計算した指数。　

2　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数

　とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域

　手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　（補正前のラスパイレス指数×（1＋当該団体の地域手当支給率）／（1＋国の指定基準に基づく

　地域手当支給率）により算出。）

12,663,683 25,138,256 100,102,545 6,789

Ｂ／Ａ　　

2年度
人　 千円 千円 千円 千円 千円

14,744 62,300,606

区分 職員数 給与費 一人当たり給与費

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　　Ｂ

％

944,750 626,675,534 13,856,293 138,498,637 22.1 26.2
2年度

人 千円 千円 　　　　　千円 ％

（参考）

（令和3年1月1日） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 令和元年度人件費率

区分 住民基本台帳人口 歳　出　額　 実質収支 人　件　費 人件費率

H29.4
99.7

(99.6)

H29.4
100.2

H30.4
99.7

(99.6)

H30.4
100.1H31.4

99.3
(99.2)

H31.4
99.8

R2.4
99.6

(99.5)

R2.4
100.0

96

97

98

99

100

101

102

和歌山県 都道府県平均
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エ　給与改定の状況

（ア） 月例給

（イ） 特別給（期末勤勉手当）
（参考）

(2)　給与制度の総合的見直しの実施状況

ア 給料表の見直し

平成27年4月1日から、一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、
平均2％引き下げた。他の給料表についても、一般行政職との均衡を踏まえ見直し
を実施。

経過措置として、平成30年3月31日までの3年間の経過措置（現給保障）を実施。

イ 地域手当の見直し

（支給割合）和歌山市及び橋本市については国基準6％に対し、5％を支給。
　　　　　　その他の市町村については、国基準0％に対し、1.5％を支給。
（実施時期）平成27年4月1日から段階的に支給割合を引き上げることとし、平成
　　　　　　28年4月1日より現行の支給割合を支給。

和歌山市 国
橋本市 和歌山県

国
和歌山県

ウ その他の見直し内容

平成27年4月1日から、管理職特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と
同様に見直しを実施。

(3) 一般行政職給料表の状況（令和3年4月1日現在）
(単位：　円）

468,600 527,500

408,100 458,400

最高号給の
給料月額

247,600 304,200 350,000 384,200 393,000 408,200 444,900

8級 9級

1号給の
給料月額

146,100 195,500 231,500 264,200 289,700 319,200 362,900

1.5% 1.5%

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

0% 0% 0.4% 1.5% 1.5% 1.5%

5%

そ の 他 の
県内市町村

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6% 6% 6%
3% 4% 4% 5% 5% 5% 5%

令和2
年度
支給
割合

平成26年度
支給割合 4月1日

時点
遡及改
定後

3% 4% 5% 6% 6%

（注）　「民間の支給割合」は、民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、
　　 「公務員の支給月数」は、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

平成27年度の
支給割合

平成28
年度
支給
割合

平成29
年度
支給
割合

平成30
年度
支給
割合

令和元
年度
支給
割合

月

4.46 4.5 △ 0.04 △ 0.05 4.45 4.45

支給月数　B A-B （改定月数） 支給月数

2年度
月 月 月 月 月

（注）　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額を
　　　ラスパイレス比較した平均給与月額である。

区 分

人事委員会の勧告

年間支給月数 民間の支給 　公務員の 較差 勧　告 国の年間

割合　　　A

％

373,034 372,968 66 0.00 0.00 0.0
2年度

円 円 円 ％ ％

較差 勧　告
国の改定率

A B A-B （改定率）

区 分

人事委員会の勧告

給与改定率

（参考）

民間給与 公務員給与
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(4) 職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和3年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）1　「平均給料月額」とは、令和3年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務　　　 

　　　　手当などの諸手当の額を合計したものである。

イ　職員の初任給の状況（令和3年4月1日現在）

円

円

円 円

円

円

円

円 円

円 円

ウ　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和3年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円401,931
警　察　職

大　学　卒 279,756 383,998 402,451 425,233
高　校　卒 253,369 343,525 382,808

小・中学校教育職 大　学　卒 315,545 394,451 415,786 425,758

高等学校教育職 大　学　卒 314,496 398,333 418,622 428,799

技能労務職 高　校　卒 - - - 306,000

396,382
高　校　卒 223,488 319,878 344,000 368,453

区　　　   分 経 験 年 数 10 年 経 験 年 数 20 年 経 験 年 数 25 年 経 験 年 数 30 年

一般行政職
大　学　卒 266,189 362,135 380,039

警　察　職
大　学　卒 208,600 211,400
高　校　卒 176,500 173,400

高等学校教育職 大　学　卒 210,800
小・中学校教育職 大　学　卒 210,800

182,200
高　校　卒 154,900 150,600

技能労務職 高　校　卒 152,700

区　　　分 和歌山県 国

一般行政職
大　学　卒 188,700 円

総合 186,700
一般

－

－

－

小・中学校（幼稚園）教育職 40.2 342,836 387,230
警　　察　　職 37.9 318,516 438,084

うち守衛 - - -
高等（特別支援・専修・各種）学校教育職 44.3 374,653 427,413

うち用務員 57.7 329,235 352,636
うち運転業務員 - - -

一般行政職 43.2 324,048 414,707
技能労務職 57.7 329,235 352,636

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
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(5) 級別職員数等の状況

ア　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和3年4月1日現在）

① 行政職給料表

1
1
2

学校事務長、事務長補佐 24
警察署課長 9
調査官 11

6
東京事務所所長代理 1

船長、機関長 3
専門技術員、調査員、検査員、専門員 26
政策審議員、改革推進員 5

主任 590

計 1,073

1,073 23.4

課
長
補
佐
級

班長 161
振興局課長 63
県税事務所課長 8

消費生活センター支所長 1
高等看護学院事務長代理 1
農林大学校部長、准教授 6

男女共同参画センター課長 1
公営競技事務所課長 1
工業技術センター課長 1

環境衛生研究センター課長 1
精神保健福祉センター次長 1
就農支援センター次長 1

文化情報センター長 1
教育センター学びの丘課長、その他教育機関課長 11
人事主事、指導主事、社会教育主事

5級
1　本庁の課長補佐の職務
2　本庁の班長又は地方機関の課長の職務
3　主任の職務

1,073 23.4

課長補佐

4級 困難な業務を行う係長又は主査の職務 866 18.9

係長 65
主査 768
船長 2

土砂災害啓発センター所長、広川出張所長 2
産業技術専門学院課長 2
県立文書館課長 1

子ども・女性・障害者相談センター課長 7
港湾事務所課長 2
こころの医療センター課長、その他福祉施設課長 3

103

13

会計専門員、会計駐在員 7
入札契約統括員

1
司書 2

係
長
級

主査 192
船長 1
人事主事 1

計 1,147

助教

主任 104
係長 11

1,071 23.4

3
教務主任 1
人事主事、指導主事、社会教育主事 25
政策推進員 2

計 866

551

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主事又は技師の職務

360 7.9

主事 258
技師

40.5
係
員
級

技師 69
職業指導員

機関士

航海士

司書 1
主任

主任 7

計 360

3級
1　係長又は主査の職務
2　副主査の職務

1,147 25.0

副主査 838

89
職業指導員 3
体育指導員

（人） （％） 段階

1級 主事又は技師の職務 551 12.0

主事 475

1,853

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人）

2

計
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合　計 4,579

28 0.6
部
長
級

事務局長 4
危機管理監 1
会計管理者 1
振興局長9級

1　本庁の部長の職務
2　本庁（和歌山海区漁業調整委員会事務局
　を除く。）の事務局長の職務
3　困難な業務を行う振興局の長の職務
4　特に困難な業務を行う参事の職務

28 0.6

部長 7

6
参事

12
振興局長 1
県議会事務局次長 1
教育企画監 1

8
技監 1

計 28

8級

1　本庁の部に置かれる局の長の職務
2　振興局の長又は和歌山県東京事務所の
　長の職務
3　困難な業務を行う参事の職務

40 0.9

知事室長 1
局長 24
参事

次
長
級

県税事務所長 4
こころの医療センター事務局長 1
子ども・女性・障害者相談センター所長 1
世界遺産センター所長 1
労働委員会事務局次長

計 40

67 1.5

1
県立図書館・県立美術館副館長 2

計

紀の川流域下水道事務所長 1
七川ダム管理事務所長 1
理事官 2

振興局部長 2
室長 4
なぎ看護学校長 1

67

計 447

7級

1　参事の職務
2　困難な業務を行う本庁の課長の職務
3　困難な業務を行う地方機関の長の職務
4　困難な業務を行う振興局の部長の職務
5　困難な業務を行う企画員の職務

67 1.5

課長 20
企画員 5

監察官 2
次席 1
管理官、会計官 5

県立博物館副館長 1
紀伊風土記の丘副館長 1

6級

1　本庁の課長の職務
2　振興局の部長の職務
3　地方機関（振興局及び和歌山県東京事務
　所を除く。次項において同じ。）の長の職
　務
4　本庁の副課長又は振興局の副部長の職務
5　企画員又は主幹の職務

447 9.8

監察官 4
参事 17

総括監察査察員、総括検査員、総括調査員 15
総括専門員 8
ジオパークセンター事務長 1

公営競技事務所次長 1
農林大学校副校長、教授、部長 3
土木機関事務所次長 6

消防学校副校長 1

県立自然博物館副館長 1

教育センター学びの丘所長 1
教育事務所副所長 2
教育センター学びの丘副所長 1

教育事務所長 1
学校事務長 20
紀南図書館長 1

487 10.6
課
長
級

室長、分室長 21
振興局部長 26
消防学校長 1
旅券事務長

課長 69

1
児童相談所長、仙渓学園長 2

児童相談所次長、その他福祉機関次長 4
産業技術専門学院副学院長 2

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳

振興局副部長 35
企画員 38
主幹 60

就農支援センター所長 1
土木機関事務所長 4
副課長、副室長 106

1
産業技術専門学院長 2
世界遺産センター事務長 1
農林大学校長 1

公営競技事務所長

職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
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② 研究職給料表

③ 医療職給料表（1）

合　計 38

1 2.6
次
長
級

技監 1
2 5.3

部
長
級参事 1

4級
1　本庁の部に置かれる局の長の職務
2　病院の長の職務
3　参事の職務

3 7.9

院長 1

計 3

9 23.7
課
長
級

部長 2

企画員 5

精神保健福祉センター所長 1

計

3級

1　病院の副院長若しくは部長又は保健所の長
 　の職務
2　総括専門員の職務
3　和歌山県精神保健福祉センターの長の職務

9 23.7

副院長 1

9

2 5.3
係
長
級

医長 1

計 2

2級
1　病院の医長又は保健所の課長の職務
2　主任の職務
3　困難な医療業務を行う医師の職務

2 5.3

医師 1

24 63.2
係
員
級計 24

1級 医師の職務 24 63.2

医師 24

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

合　計 235

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計

1 0.4
次
長
級

工業技術センター所長 1 1 0.4
部
長
級

課
長
級

農業試験場長、その他試験場長 5
環境衛生研究センター、工業技術センター企画員 2

総括研究員 4
農業試験場副場長、その他試験場副場長

4級

1　試験研究機関の長の職務
2　総括研究員の職務
3　困難な業務を行う試験研究機関の部長の職
 　務

26 11.1

暖地園芸センター所長、研究所所長 4

4
環境衛生研究センター、工業技術センター部長 7

計

1

主任研究員 32

近代美術館課長、その他博物館等課長 5

農業試験場部長、その他試験場部長 12

62 26.4

26

5級 困難な業務を行う試験研究機関の長の職務 2 0.9

環境衛生研究センター所長 1

計 2

26 11.1

課
長
補
佐
級

工業技術センター課長 1
暖地園芸センター副所長、その他研究所副所長 4

畜産試験場副場長

計 95

3級

1　試験研究機関の部長の職務
2　主任研究員又は主任学芸員の職務
3　困難な業務を行う主査研究員又は主査学芸
 　員の職務

112 47.7

主査研究員 43

主査学芸員

66 28.1

主査学芸員 2

専門研究員 4

5

専門研究員 2

主任学芸員 5

調査官 1

計 112

1

総括主任研究員

（人） （人）

36

学芸員 10

副主査研究員 33

主査研究員 10

係
員
級

計 0

2級

1　主査研究員又は主査学芸員の職務
2　副主査研究員又は学芸員の職務
3　高度な知識経験に基づき試験研究を行う研
 　究員の職務

95 40.4

研究員

係
長
級

（％） 段階

1級
上級の研究員又は学芸員の指揮監督の下に補
助的な試験研究を行う研究員又は学芸員補の
職務

0 0.0

79 33.6

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名
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④ 医療職給料表（2）

⑤ 医療職給料表（3）

合　計 225

教務主幹 1

計 7

7 3.1
課
長
級

主幹 1
企画員 1
看護部長 1
看護副部長

2
計 36

6級

1　病院の部長の職務
2　困難な業務を行う病院の副部長の職務
3　和歌山県難病・子ども保健相談支援センタ
 　ーの長の職務

7 3.1

難病・子ども保健相談支援センター長 1

2

36 16.0

課
長
補
佐
級

看護師長 7
科長 1
課長 8
主任

5級

1　病院の副部長の職務
2　困難な業務を行う看護師長の職務
3　保健所の課長の職務
4　主任、主任助産師、主任看護師又は主任専
 　任教員の職務

36 16.0

副部長 1

14
教務主任 3
主任専任教員

44 19.6
係
長
級

主査専任教員 6
主査看護師 8
副看護師長 16

計

4級

1　看護師長の職務
2　副看護師長の職務
3　主査、主査助産師、主査看護師又は主査専
　 任教員の職務
4　困難な業務を行う副主査等の職務

52 23.1

副主査看護師 8
主査 14

52

係
員
級

計 0

副主査 9
副主査看護師 69

13
専任教員 5
副主査准看護師 2

（％） 段階

1級 准看護師の職務 0 0.0

138 61.3

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人）

副主査専任教員 12
副主査准看護師 1

計 91

計 39

3級

1　副主査、副主査助産師、副主査看護師又は
 　副主査専任教員（以下「副主査等」とい
　 う。）の職務
2　困難な業務を行う副主査准看護師の職務

91 40.4

1
家畜保健衛生所所長 2

計 3

合　計 111

2級

1　保健師又は助産師の職務
2　看護師の職務
3　福祉技師の職務
4　専任教員の職務
5　副主査准看護師の職務

39 17.3

保健師 19
看護師

4 3.6
課
長
級

計 1

7級
1　家畜保健衛生所の長の職務
2　和歌山県動物愛護センターの長の職務

3 2.7
動物愛護センター所長

6級 総括専門員の職務 1 0.9
総括専門員 1

計 30

薬局長 1
主任 12

計 32

2
家畜保健衛生所次長 2

30 27.0

課
長
補
佐
級

保健所、家畜保健衛生所課長 14

22 19.8 係長級計 21

医療技師 13

計 6
55 49.5

係
員
級

栄養士 3

5級

1　保健所又は和歌山県動物愛護センターの課
 　長の職務
2　家畜保健衛生所の次長又は課長の職務
3　薬局長又は技師長の職務
4　主任の職務
5　困難な業務を行う主査の職務

32 28.8

主査

4級
1　主査の職務
2　困難な業務を行う副主査の職務

21 18.9
副主査 1
主査 20

計 18

3級 副主査の職務 30 27.0
副主査 30

家畜保健衛生所支所長 1

1級

1　医療技師（診療放射線技師、栄養士、診療
 　エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査
　 技師、臨床工学技士、理学療法士又は作業
 　療法士（以下「診療放射線技師等」とい
   う。）をいう。）の職務
2　医療技師（歯科衛生士、歯科技工士、あん
　 摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師
　 （以下「歯科衛生士等」という。）をい
   う。）の職務
3　福祉技師の職務

6 5.4

医療技師 3

2級

1　技師の職務
2　医療技師（薬剤師又は獣医師をいう。）の
 　職務
3　困難な業務を行う医療技師（診療放射線技
 　師等をいう。）又は福祉技師の職務
4　高度の技術又は経験を必要とする医療技師
 　（歯科衛生士等をいう。）の職務

18 16.2

技師 5

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計
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⑥ 高等学校等教育職員給料表

⑦ 中学校教育職員給料表

合　計 53

0 0.0
校
長計 0

4級 中学校の校長の職務 0 0.0

5 9.4
副
校
長

教
頭

計 5

3級 中学校の副校長又は教頭の職務 5 9.4

教頭 5

0 0.0

主
幹
教
諭計 0

特2級 中学校の主幹教諭の職務 0 0.0

47 88.7

教
諭
等

養護教諭 5

計 47

2級
1　中学校の教諭又は養護教諭の職務
2　困難な業務を行う中学校の助教諭、養護助
 　教諭又は講師の職務

47 88.7

教諭 42

1 1.9
講
師計 1

1級 中学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務 1 1.9

講師 1

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

合　計 2,825

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計

43 1.5
校
長

計 43

4級
1　高等学校の校長の職務
2　特別支援学校の校長の職務

43 1.5

校長 43

72 0.0

副
校
長

教
頭

教頭 71

計 72

3級
1　高等学校の副校長又は教頭の職務
2　特別支援学校の副校長又は教頭の職務

72 2.5

副校長 1

0 0.0

主
幹
教
諭計 0

計 2,334

特2級
1　高等学校の主幹教諭の職務
2　特別支援学校の主幹教諭の職務

0 0.0

2,334 82.6

教
諭
等

養護教諭 57
栄養教諭 6
寄宿舎指導員 21
実習助手2級

1　高等学校の教諭又は養護教諭の職務
2　特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教
　 諭の職務
3　困難な業務を行う高等学校の助教諭、養護
　 助教諭、講師又は実習助手の職務
4　困難な業務を行う特別支援学校の助教諭、
　 養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指
 　導員の職務

2,334 82.6

教諭 2,217

31
講師 2

376 13.3

講
師
等

養護助教諭 12
寄宿舎指導員 38
実習助手 70

計

1級

1　高等学校の助教諭、養護助教諭、講師又は
　 実習助手の職務
2　特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講
　 師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務

376 13.3

講師 256

376

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計

16



⑧ 小学校、中学校等教育職員給料表（市町村立学校職員）

⑨ 高等学校等教育職員給料表（市町村立学校職員）

⑩ 学校栄養職員給料表（市町村立学校職員）

合　計 34

5級 困難な業務を行う主査栄養士の職務 6 17.6

主査栄養士 6

計 6

9 26.5

係
長
級

計 3
4級

1　主査栄養士の職務
2　困難な業務を行う副主査栄養士の職務

3 8.8

主査栄養士 3

3級 副主査栄養士の職務 4 11.8

副主査栄養士 4

計 4

2級 困難な業務を行う栄養士の職務 8 23.5

栄養士 8

計 8
25 73.5

係
員
級

計 13
1級 栄養士の職務 13 38.2

栄養士 13

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

合　計 16

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計

0 0.0
校
長計 0

4級 高等学校の校長の職務 0 0.0

1 6.3
副
校
長

教
頭

計 1
3級 高等学校の副校長又は教頭の職務 1 6.3

教頭 1

0 0.0

主
幹
教
諭計 0

特2級 高等学校の主幹教諭の職務 0 0.0

13 81.3

教
諭
等計 13

2級
1　高等学校の教諭の職務
2　困難な業務を行う高等学校の助教諭又は講
 　師の職務

13 81.3

教諭 13

2 12.5
講
師
等計 2

1級 高等学校の助教諭又は講師の職務 2 12.5

講師 2

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

合　計 5,943

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計

334 5.6
校
長計 334

4級 小学校又は中学校の校長の職務 334 5.6

校長 334

342 5.8
副
校
長

教
頭

教頭 341

計 342
3級 小学校又は中学校の副校長又は教頭の職務 342 5.8

副校長 1

17 0.3

主
幹
教
諭計 17

特2級 小学校又は中学校の主幹教諭の職務 17 0.3

主幹教諭 17

4,417 74.3

教
諭
等

養護教諭 299
栄養教諭 39
講師 2

計

2級

1　小学校又は中学校の教諭、養護教諭又は栄
 　養教諭の職務
2　困難な業務を行う小学校又は中学校の助教
 　諭等の職務

4,417 74.3

教諭 4,077

4,417

833 14.0
講
師
等

養護助教諭 63

計 833
1級

小学校又は中学校の助教諭、養護助教諭又は
講師（以下「助教諭等」という。）の職務

833 14.0

講師 770

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計

17



⑪ 警察官給料表

（注）1　職員の給与に関する条例、教育職員の給与に関する条例、市町村立学校職員の給与に関する条例、

　警察職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2　任期付職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員、再任用職員及び臨時的任用職員も本表に含む。

合　計 2,198

参事官 8

計 15

8級

1　理事官の職務
2　困難な業務を行う警察本部の課長の職務
3　困難な業務を行う警察署（大規模な警察署
 　を除く。）の署長の職務

22 1.0

署長

85 3.9
警
視

刑事官 1
課長 4
副署長 9
監察官

計 22

9級

1　警察本部の部長の職務
2　警察学校の長の職務
3　参事官又は首席監察官の職務
4　大規模な警察署の署長の職務

15 0.7

校長 1
署長 6

7
理事官 15

計 77

7級

1　警察本部の課長、隊長又は監察官の職務
2　警察署（大規模な警察署を除く。）の署長
　 の職務
3　警察署の副署長の職務
4  困難な業務を行う管理官の職務
5　困難な業務を行う次席、次長又は副隊長の
　 職務

60 2.7

次席・次長・副隊長 12
管理官 26

調査官 62
刑事官 2
次席・副隊長 7

計 314

6級

1　管理官の職務
2　次席、次長又は副隊長の職務
3　困難な業務を行う調査官の職務
4  困難な業務を行う課長補佐又は警察署の課
 　長の職務

77 3.5

課長補佐 2
警察署課長 4

7
隊長 1

計 60

204
課長補佐 52

199 9.1
警
部

警察署課長 44
課長代理 14

516 23.5
警
部
補

計 631

5級
1　調査官の職務
2　課長補佐又は警察署の課長の職務
3　困難な業務を行う係長の職務

314 407.8

係長

4級
1　係長の職務
2　困難な業務を行う主任の職務

631 819.5

主任 319
係長 312

1,398 63.6

巡
査
・
巡
査
長
・
巡
査
部
長

3級
1　主任の職務
2　特に困難な業務を行う係員の職務

485 629.9

主任 234
係員 251

計 485

2級 困難な業務を行う係員の職務 379 492.2

係員 378
主任 1

計 379

計 215
1級 係員の職務 215 9.8

係員 215

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計

18



⑫ 現業職給料表

（注）1　現業職員の給与に関する規則に基づく給料表の級区分による職員数である。

2　再任用職員も本表に含む。

【参考】一般職員の級別職員構成比の状況

（注）地方公務員給与実態調査における一般行政職に区分される職員（再任用職員は除く。）について記載している。

合　計 28

7

5級
極めて高度の技能又は経験を必要とする業務
を行う事務助手等の職務

15 53.6

用務員 1
校務員 14

7

計

3級
1　高度の技能又は経験を必要とする業務を行
 　う事務助手等の職務
2　技師補の職務

5 17.9

用務員 1
校務員 4

計 15

2級
相当の技能又は経験を必要とする業務を行う
事務助手等の職務

0 0.0
計 0

28 100.0
係
員
級

計 1

計

1級
事務助手、用務員、校務員又は作業員（以下
「事務助手等」という。）の職務

1 3.6

校務員 1

5

4級
特に高度の技能又は経験を必要とする業務を
行う事務助手等の職務

7 25.0

校務員

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階
区分

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合　計

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

令和3年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

１級

11.0%
１級

10.0%
1 級

7.5%

2 級

8.6%
2 級

8.3%
2 級

8.5%

3 級

20.4%
3 級

20.3%
3 級

20.9%

4 級

20.2%
4 級

21.8%
4 級

23.4%

5級

25.6%

5 級

25.2%
5 級

26.0%

6 級

10.9%
6 級

10.5%
6 級

9.7%

7 級

1.6%

7 級

2.2%

7 級

2.4%

8 級

1.0%

8 級

1.0%

8 級

1.0%

9 級

0.7%

9 級

0.7%

9 級

0.7%

19



イ　国の給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和３年４月１日）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

給

料

月

額

昇 給

（百円） 令和３年４月１日時点

国10級
和歌山県（R３）

国家公務員（R３)
国９級

国８級

国７級

国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級 和歌山県１級

和歌山県３級

和歌山県２級

和歌山県５級

和歌山県４級

和歌山県７級

和歌山県６級

和歌山県８級

和歌山県９級

20



ウ　昇給への人事評価の活用状況等

1 人事評価の実施状況
　平成18年4月から全職員を対象とした業績・行動に基づく勤務実績評価(平成19年度から人事評価)を

実施している。

2 昇給への人事評価の活用状況
　全職員について、業績と行動の両要素を総合的に点数による絶対評価を実施し、5段階（Ａ～Ｅ)に格付

しており、その評価結果（評語）に基づき、昇給区分（0～7号給）を決定している。

　　（知事部局の一般行政職給料表適用者）

イ　人事評価を活用している

ロ　人事評価を活用していない

3 令和3年4月1日の昇給状況

ア 特定職員

イ 特定職員以外の職員

※　　特定職員とは、行政職給料表7級以上の適用を受ける者をいう。
※　　全ての期間を勤務していない者（病気休暇の取得、昇給判定期間の最初の日以後に採用された者等）、
　 懲戒処分又は分限処分を受けた者で昇給区分が調整された者は除いている。
※　 人員分布率については、最高号給に到達した者を除いた割合である。

※　 四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある。

22.2% 77.6% 0.3%

0.0%

人員分布率 35.8% 64.0% 0.1%

55歳以上
昇給号数 1号給以上 昇給なし 昇給なし

人員分布率

昇給区分 上位（Ａ・Ｂ） 標準（Ｃ） 下位（Ｄ・Ｅ）

55歳未満
昇給号数 5号給以上 4号給 2号給、昇給なし

昇給区分 上位（Ａ・Ｂ） 標準（Ｃ） 下位（Ｄ・Ｅ）

　　　　標準、下位の区分

　　　　標準の区分のみ（一律）

55歳以上
昇給号数 1号給以上 昇給なし 昇給なし

人員分布率 37.6% 62.4% 0.0%

55歳未満
昇給号数 5号給以上 3号給 2号給、昇給なし

人員分布率 50.0% 50.0%

　　　　上位、標準の区分 ○

令和2年4月2日から令和3年4月1日
までにおける運用

特定職員 一般職員

○ ○

活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

　　　　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○
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(6) 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円

（令和2年度支給割合） （令和2年度支給割合）

　　　期末手当　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注） 1　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　 2　和歌山県の特定幹部職員（部・次長級）の支給割合については、期末手当2.15月分、

勤勉手当2.3月分である。

  ○ 勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）

1 人事評価（業績評価）の実施状況
 平成28年4月から、全職員を対象に評価期間(6月勤勉：12月1日～翌年5月31日､

12月勤勉：6月1日～11月30日）の人事評価（業績評価）を実施している。

2 勤勉手当への人事評価の活用状況
 平成28年12月勤勉手当分から、全職員を対象に人事評価（業績評価）結果に

基づき、所属長等からの内申により成績率（上位、標準、下位）を決定している。

　　（知事部局の一般行政職給料表適用者）

イ　人事評価を活用している

ロ　人事評価を活用していない

3 令和2年12月支給の勤勉手当成績率

ア 特定幹部職員（次長級以上の職員）

イ 特定幹部職員以外の職員

人員分布率 34.9% 65.0% 0.1%

上位 標準 下位

成績率
122/100
～107/100

92/100 78/100

成績率
142/100
～127/100

112/100 98/100

人員分布率 24.7% 75.3% 0.0%

上位 標準 下位

　　　　標準、下位の成績率

　　　　標準の成績率のみ（一律）

　　　　上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○

　　　　上位、標準の成績率 ○

令和2年度中における運用 特定職員 一般職員

○ ○

活用している成績率
支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

(1.45) (0.9) (1.45) (0.9)

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　　 5～20％
　・管理職加算　10～20％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　　 5～20％
　・管理職加算　10～25％

1,641

2.55 1.9 2.55 1.9

和　歌　山　県 国

1人当たり平均支給額（令和2年度） －
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イ　退職手当（令和3年4月1日現在）

（支給率）　　自己都合　　　応募認定・定年 （支給率）　　　自己都合　　　応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(　2% ～　45% ) (　2% ～　45% )

退職手当の調整額 退職手当の調整額

（退職時特別昇給　　なし　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　なし　　　　）

千円 千円 千円 千円

（注）1　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得た

　　　　額である。

　　　2　退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（令和3年4月1日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ ％

（注）　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、企業会計等を除く普通会計から給与を支給される一般職

　の職員に対し国の率で支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。  

医師 16 29 16

平　均　支　給　率 3.3 3.1

和歌山県橋本市 5 787 6

上記以外の和歌山県内市町村 1.5 7,481 0

徳島県徳島市 3 1 3

和歌山県和歌山市 5 6,549 6

大阪府大阪市 16 14 16

大阪府吹田市 12 1 16

滋賀県彦根市 6 1 6

京都府京都市 10 3 10

神奈川県横浜市 16 1 16

神奈川県川崎市 16 2 16

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

東京都特別区 20 47 20

支給実績（令和2年度決算） 2,325,111 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 153,991   円

在職した職務の級に応じた定額
（0円～65,000円)の60月分

在職した職務の級に応じた定額
（0円～65,000円)の60月分

1人当たり平均支給額　 822 21,445 1人当たり平均支給額　 - -

39.7575 47.7090 39.7575 47.7090

47.7090 47.7090 47.7090 47.7090

退
職
手
当
の
基
本
額

退
職
手
当
の
基
本
額

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.270750 28.0395 33.270750

和　歌　山　県 国
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エ　特殊勤務手当（令和3年4月1日現在）

精神保健業務手当

福祉保健部福祉保健
政策局障害福祉課、健
康局薬務課、精神保健
福祉センター又は保健
所に勤務する職員

精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律、
麻薬及び向精神薬取締
法に基づく調査（患者に
直接接する場合に限
る。）、診察の立会い、入
院措置のための移送

123 千円 日額600円

放射線取扱手当
エックス線装置等の取
扱いに従事する職員

有害放射線の影響を受
ける作業 152 千円 日額340円

新型コロナウイルス感染
症から県民の生命及び
健康を保護するために
緊急に行われた措置に
係る作業
①新型コロナウイルス
   感染症の患者に対す
   る質問若しくは調査、
   患者の移送又は患者
   に対する医療
②新型コロナウイルス
   感染症の病原体の有
   無に関する検査
③その他、人事委員会
   が定めるもの

6,812 千円

①③日額3,000円
（患者の身体に接触又は長時
間にわたり接して行う業務その
他人事委員会がこれに準ずる
と認める作業に従事した場合
にあっては、日額4,000円）

②日額330円

①感染症の患者の移
　送、医療又は感染症
　の防疫作業
②家畜伝染病予防法
　に基づく患畜に接す
　る業務
③狂犬病予防法に基づ
　く捕獲等

815 千円
①②日額330円
③日額600円

社会福祉業務手当

紀南児童相談所、子ど
も・女性・障害者相談セ
ンター、精神保健福祉
センター又は振興局健
康福祉部に勤務する職
員

生活保護法、児童福祉
法、母子及び父子並び
に寡婦福祉法、身体障
害者福祉法、知的障害
者福祉法、売春防止法
又は精神保健及び精神
障害者福祉に関する法
律に定める保護その他
の措置を必要とする者と
面接して行う生活指導
等

11,937 千円

日額640円
(児童相談所に勤務する職員
で、相談、指導等の業務に従
事した場合にあっては、日額
1,000円）

防疫業務等手当
保健所等に勤務する職
員

消防訓練指導手当
消防学校に勤務する職
員

救急実技訓練、火災防
御訓練、救助訓練等の
指導

144 千円 日額850円

日額900円

税外収入徴収手当
税外収入の事務に従
事する職員

出張して、税外収入の滞
納者と直接接して行う徴
収

138 千円 日額360円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和2年度決算)
左記職員に対する支給単価

税務手当
総務部総務管理局税
務課又は県税事務所
に勤務する職員

出張して、県税の納入・
納税義務者と直接接し
て行う課税調査、徴収等

1,659 千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和2年度） 53.4 　％

手当の種類（手当数） 45

支給実績（令和2年度決算） 600,226 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 69,087 　円
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6,096 千円

屋外　日額  6,600円
屋内　日額  1,330円

居住制限区域
屋外　日額  3,300円
屋内　日額  　660円

原子力災害（東日本大
震災を除く）に対処する
ための作業に従事した
職員

原子力緊急事態宣言が
あった場合に特定原子
力事業所の敷地内で行
う作業

0 千円

原子炉建屋内
　　　　日額  40,000円以内
上記以外
　　　　日額  20,000円以内

日額500円

水産試験場又は自然
博物館に勤務する職員

潜水器具を着用して、海
底調査等の潜水作業を
行う業務

8 千円 １時間400円

特別環境作業従事
手当

振興局地域振興部又
は建設部に勤務する職
員

命綱等の使用が必要と
される墜落の危険が著
しい高低差10メートル以
上かつ傾斜40度以上の
急傾斜地で行う治山事
業の現場における測
量、調査、監督等

545 千円 日額300円

振興局建設部に勤務
する職員

交通を遮断することなく
行う道路の維持補修等

災害応急作業等手
当

振興局建設部に勤務
する職員

重大な災害が発生した
現場において行う巡回
監視、応急作業、応急作
業のための災害状況の
調査等

0 千円 日額800円

東日本大震災に対処
するための作業に従事
する職員

東京電力株式会社福島
第一原子力発電所の敷
地内において行う作業

0 千円

と畜検査手当
保健所に勤務する獣医
師

と畜場法に基づくと畜検
査 96 千円 日額500円

深夜における勤務時間
　深夜全部　　　 7,300円
　4時間以上　　 3,550円
    　　　　　      (4,050円)
　2～4時間未満 3,100円
  　　　     　　　　(3,600円)
　2時間未満　　 2,150円
　　　　　　    　　(2,550円)
※(　)内は月8回を超える勤務
に係る額

し尿処理施設等検
査手当

環境生活部環境政策
局循環型社会推進課、
環境管理課、保健所又
は環境衛生研究セン
ターに勤務する職員

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律又は水質
汚濁防止法に基づく供
用開始後のし尿処理施
設又は浄化槽の立入検
査

6 千円 日額300円

原子力災害対策本部長
の指示に基づき設定さ
れた区域を考慮して人
事委員会が定める区域
で行う作業

日額  10,000円以内
（心身に著しく負担を与えると
人事委員会が認める作業
日額　20,000円以内)

特定大規模災害（東日
本大震災を除く）に対
処するための作業に従
事した職員

災害が発生した現場に
おいて行う巡回監視、応
急作業、応急作業のた
めの災害状況の調査等
（引き続き5日を下らない
範囲内において人事委
員会が定める期間以
上）

0 千円
日額1,600円以内
（800円＋人事委員会が定める
額を加算した額）

原子炉建屋内
         　日額 40,000円
免震重要棟外での現場確認
         　日額 20,000円
免震重要棟外での巡回
         　日額 13,300円
免震重要棟内
         　日額　3,300円

帰還困難区域

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和2年度決算)
左記職員に対する支給単価

病院看護業務等手
当

こころの医療センターに
勤務する看護師、准看
護師

正規の勤務時間による
勤務の一部又は全部が
深夜（午後10時から翌日
の午前5時までの間）に
おいて行われる看護等

28,244 千円
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舎監手当
寄宿舎の舎監を兼ねる
県立学校教育職員

正規の勤務時間以外に
おける学生寮での寮生
への生活指導等(2時間
以上)

339 千円 日額1,100円

兼務手当 高等学校教育職員

本務以外に定時制や他
校の高等学校の通常課
程、通信教育等を担当
（兼務）する業務

3,786 千円
時間　2,780円
（理療科教育兼務の場合
　　　　日額　900円）

教育業務連絡指導
手当

小学校又は中学校又
は県立学校に勤務す
る教諭のうち主任等
の係る職務に従事し
た者

教務主任、学年主任、
生活指導主任、進路指
導主任、特別支援学級
主任等の担当業務

52,360 千円 日額200円

分校主任手当

小学校又は中学校教
育職員のうち分校主
任又はこれに相当す
る職にある者

分校主任等の担当授業 304 千円 日額300円

複式手当
小学校又は中学校教
育職員

異なる2の学年を1学級
として行う授業

7,796 千円

日額290円

準単級手当 小学校教育職員
異なる3以上の学年を1
学級として行う授業

日額350円

定時制課程事務手
当

定時制又は通信制の
高等学校に勤務する
事務職員

午後5時以降におい
て、2時間以上勤務す
る定時制・通信制課程
の事務業務

137 千円 日額120円

死体処理手当

特定大規模災害に対
処するため、死体の取
扱いに関する作業で人
事委員会が定めるもの
に従事した職員

特定大規模災害に対処
するため死体の取扱い
に関する作業で人事委
員会が定めるもの

0 千円

日額　1,000円以内
（人事委員会が定める場合
　　　　　　日額　2,000円以内）
（心身に著しく負担を与えると
　　人事委員会が認める作業）
日額　2,000円以内
（人事委員会が定める場合
            日額　4,000円以内）

麻薬取締手当

麻薬及び向精神薬取
締法第54条第2項に規
定する麻薬取締員を命
じられた職員

麻薬及び向精神薬取締
法第54条第5項に規定
する職務

13 千円 日額700円

有害物取扱手当
環境衛生研究センター
又は工業技術センター
に勤務する職員

毒物及び劇物取締法に
規定する毒物及び劇物
を使用して健康を害する
おそれがあると認められ
る程度の試験、研究又
は検査

553 千円 日額300円

用地交渉手当
用地交渉の事務に従
事する職員

現地における公共用地
の取得の交渉等 4,088 千円 日額1,000円

種雄牛馬等取扱手
当

畜産試験場に勤務する
職員

種雄牛馬の精液の採取
又は雌牛馬の受精卵採
取、移植若しくは直腸検
査

17 千円 日額300円

日額750円

漁業取締手当
農林水産部水産局資
源管理課に勤務する職
員

漁業取締船に乗り組ん
で行う違反漁業の取締 1,076 千円 日額620円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和2年度決算)
左記職員に対する支給単価

火薬類等災害調査
手当

総務部危機管理局危
機管理・消防課又は振
興局地域振興部に勤
務する職員

火薬類取締法、高圧ガ
ス保安法に基づく火薬
類又は高圧ガスの製造
施設等の災害調査

0 千円
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日額1,000円以内
(人事委員会が定める場合
　　　　日額2,000円以内）
心身に著しい負担を与えると人
事委員会が認める作業
　　　　日額2,000円以内
(人事委員会が定める場合
　　　　日額4,000円以内）

留置管理手当
留置業務に従事する警
察職員

留置人の看守業務又は
被疑者等の護送業務 7,582 千円 日額320円

死体取扱手当

死体を取り扱う業務に
従事する警察職員

死体の検視・検証及び
解剖の補助の業務 21,683 千円

(1)検視・検証
            1体 1,600円
(2)検視・検証
    (損傷著しい死体)
            1体 3,200円
(3)検視・検証
    (検視官・刑事調査官)
            1体 3,200円
(4)解剖補助
            1体 3,200円

特定大規模災害に対
処するため死体を取り
扱う作業で人事委員会
が定める業務に従事す
る警察職員

特定大規模災害に対処
するため死体の取扱い
に関する作業で人事委
員会が定めるもの

0 千円

鑑識業務手当
犯罪鑑識の業務に従
事する警察職員

指紋、手口若しくは写真
又は理化学、法医学若
しくは銃器弾薬類の知
識を利用して行う犯罪鑑
識の業務

2,819 千円
日額280円（現場以外）
日額560円（現場）

警ら手当
駐在所、交番等に勤務
する警察職員

犯罪予防のための警ら
の業務 32,322 千円 日額340円

交通警察業務手当
交通部門の業務に従
事する警察職員

交通事故捜査、交通指
導取締等の業務 18,967 千円

(1)交通事故捜査・検問
     日額   560円（昼間）
     日額   840円（夜間）
     日額   840円（昼間・
       高速上）
     日額 1,260円（夜間・
       高速上）
(2)交通取締用自動二輪
     日額    560円（白バイ）
(3)上記以外
     日額    310円
     日額    460円（高速上）

警ら用自動車乗務
手当

地域部門の業務に従
事する警察職員

警ら用無線自動車を運
転して行う犯罪の予防、
捜査その他取締警戒等
の業務

14,854 千円 日額 420円

①(ｱ)児童生徒の保護又は緊
　　急の防災復旧業務
　　　日額　8,000円
　(ｲ)児童生徒の負傷疾病に
　　伴う緊急業務及び緊急
　　指導
　　　日額　7,500円
②(ｱ)修学旅行、公式試合等
　　で泊を伴うもの
　　　日額　5,100円
　(ｲ)部活動で休日等に行う
　　もの
　　　日額　2,700円

私服作業手当
生活安全、刑事及び警
備部門の業務に従事
する警察職員

犯罪の予防若しくは捜
査又は被疑者の逮捕等
の業務

51,964 千円
日額  560円（国内）
日額1,100円（国外）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和2年度決算)
左記職員に対する支給単価

教員特殊業務手当 教育職員

①非常災害時等の緊急
　 業務
②児童生徒引率指導業
　 務

258,672 千円
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千円

原子炉建屋内
         　日額 40,000円
免震重要棟外での現場確認
         　日額 20,000円
免震重要棟外での巡回
         　日額 13,300円
免震重要棟内
         　日額　3,300円

帰還困難区域
屋外　日額  6,600円
屋内　日額  1,330円

居住制限区域
屋外　日額  3,300円
屋内　日額  　660円

(1)航空機の操縦
       １時間　5,100円
(2)搭乗して行う警察活動
       １時間  1,900円
(3)搭乗して行う整備業務
       １時間  2,200円
(4)捜索・救難救助のための降下
　　  日額加算 870円

災害応急手当

重大な災害が発生した
箇所又はその周辺にお
いて行う災害警備、遭
難救助、鑑識活動等の
作業に従事する警察職
員

異常な自然現象又は大
規模な火事等の事故に
より重大な災害が発生し
た箇所又は周辺で行う
災害警備、遭難救助、鑑
識活動等の業務

0 千円
日額840円
（警戒区域等危険地域840円加
算）

東日本大震災に対処
するための作業に従事
した警察職員

東京電力株式会社福島
第一原子力発電所の敷
地内において行う作業

559

航空手当

航空機に搭乗して行う
捜索、救難救助、救急
の業務等に従事した職
員

①搭乗して行う捜索、救
難救助又は救急の業務
②搭乗して行う災害発
生状況等の調査又は消
防若しくは防災の業務
③上記の訓練

2,143 千円

1時間1,900円
　 ただし、1月の総額は、1時間
当たりの額に80を乗じて得た額
限度(捜索・救難救助のための
降下した日については1日につ
き870円加算)

警察航空隊の業務に
従事する警察職員

航空機の操縦及び航空
機に搭乗して行う整備、
捜索等の業務

2,755 千円

潜水手当
潜水の業務に従事する
警察職員

潜水器具を着用して行う
証拠品若しくは遺体の
捜索又は人命救助等の
ための潜水業務

17 千円 1時間400円

緊急呼出手当
生活安全、刑事、警備
及び交通部門の業務
に従事する警察職員

突発的に発生した事件
事故の処理作業のた
め、正規の勤務時間以
外の時間に呼出を受け
夜間（午後9時から翌日
の午前5時までの間）に
おいて行う業務

997 千円 1回1,240円

救難救助手当
救難救助の業務に従
事する警察職員

断がい、激流等の著しく
危険な場所での救難救
助の業務

0 千円 1回470円

(1)深夜の全部を含む勤務
　　　　   　１回 1,100円
(2)深夜の一部を含む勤務
　　　　　　 １回   730円
(3)深夜の一部を含む勤務
   (2時間未満)
　　　　　　 １回   410円

爆発物処理等手当
爆発物等の処理に従
事する警察職員

爆発物又はその疑いの
ある物件の処理、火薬
類の製造施設等の災害
調査の業務

88 千円

(1)爆発物、特殊危険物質等処理
             1件　5,200円
(2)特殊危険物質による被害の
   危険がある区域での作業
             日額 　250円
(3)火薬類の製造施設の災害
   調査
       　 　 日額　 750円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和2年度決算)
左記職員に対する支給単価

夜間特殊業務手当
交替制勤務に服する警
察職員

正規の勤務時間による
勤務の一部又は全部が
深夜(午後10時から午前
5時まで)において行われ
る業務

57,313 千円
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オ　時間外勤務手当

（注）　職員1人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和2年度決算）」と同じ年度の

4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外手当の支給対象とならない職員を除く。）

であり、短時間勤務職員を含む。

支給実績（令和元年度決算） 2,772,029 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 429 千円

支給実績（令和2年度決算） 2,772,014 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 419 千円

感染症患者等接触手当

感染症患者に対する犯
罪の捜査等に従事する
職員

感染症患者に対する犯
罪の捜査等、感染症の
病原体に汚染された死
体の検視等及び感染症
患者が訪れた警察施設
の消毒等の業務

130 千円

日額　330円
（新型コロナウイルス感染症の
場合は、特例として、日額3,000
円（接触等の場合は4,000円））

犬等取扱手当
警務部門及び地域部
門の業務に従事する警
察職員

犬又は猫の受取若しく
は引取り、一時保管又
は保健所等への引渡し
の作業

22 千円
日額330円
ただし、捕獲の作業に従事した
場合は、270円を加算

銃器犯罪捜査手当
刑事部門の業務に従
事する警察職員

防弾装備を着装し、武器
を携帯して行う銃器犯罪
捜査等の業務 0 千円

(1)銃器使用犯罪現場での犯人
逮捕
           日額 1,640円
(2)銃器使用犯人逮捕、(3)銃器
所持犯人逮捕、(4)(1)の業務に
付随する直近警戒
           日額 1,100円
(5)(2)の業務に付随する直近警
戒、(6)銃器使用暴力団抗争の
組事務所等での警戒、(7)保護
対策としての固定警戒等
           日額 820円

警護等手当
警備部門の業務に従
事する警察職員

天皇若しくは皇族の身
辺警衛又は内閣総理大
臣等の身辺警護の業務

97 千円

日額 640円
（天皇又は皇后、上皇、上皇
后、皇太子、皇太子妃、皇嗣若
しくは皇嗣妃の身辺警護その
他人事委員会がこれに準ずる
と認める場合
　　　　日額1,150円）

原子炉建屋内
　　　　日額  40,000円以内
上記以外
　　　　日額  20,000円以内

原子力災害対策本部長
の指示に基づき設定さ
れた区域を考慮して人
事委員会が定める区域
で行う作業

日額  10,000円以内
（心身に著しく負担を与えると
人事委員会が認める作業
日額　20,000円以内)

特定大規模災害（東
日本大震災を除く）
に対処するための作
業に従事した警察職
員

災害発生箇所及び周辺
において行う災害警
備、遭難救助、鑑識活
動等の業務（引き続き
５日を下らない範囲内
において人事委員会が
定める期間以上）

0 千円

警戒区域等
　日額　2,520円以内
（1,680円＋人事委員会が定
める額を加算）

上記以外の区域内
　日額　1,680円以内
（840円＋人事委員会が定め
る額を加算）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和2年度決算)
左記職員に対する支給単価

災害応急手当

原子力災害（東日本大
震災を除く）に対処する
ための作業に従事した
警察職員

原子力緊急事態宣言が
あった場合に特定原子
力事業所の敷地内で行
う作業

0 千円
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カ　その他の手当（令和3年4月1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円特地勤務手当

交通至難な地その他生活の不便
な地域に在勤する職員に対して
支給
　1級地　4,000円/月
　2級地　7,000円/月
　3級地 10,000円/月

異なる

給料及び扶
養手当の合
計額に一定
割合を乗じ
て得た額を
支給
１級地
　　4％
２級地
　　8％
３級地
　　12％

663 38,976

単身赴任手当

公署を異にする異動等に伴い転
居し、やむを得ない事情により配
偶者と別居し単身で生活すること
を常況とする職員（異動前の住居
から異動直後の公署に通勤する
ことが困難であること。）
30,000円＋加算額（8,000～70,000
円、職員の住居と配偶者の住居と
の交通距離が100㎞以上の場合
に加算）

異なる

150km～
300㎞間の
距離別手
当額につ
いて、国と
異なる額

100,564 444,973

通勤手当

通勤距離が片道2㎞以上で、交通
機関を利用し、又は交通用具を使
用して通勤している職員
1 交通機関　　限度額55,000円
2 交通用具
（1）二輪　  2,000～31,600円
（2）四輪    2,000～44,300円
3 パークアンドライド
　駐車料金の1/2　上限3,000円

異なる

2(2)四輪
　2,000～
44,300円

3 パークア
ンドライド
駐車料金
の1/2　上
限3,000円

1,718,018 138,706

初任給調整手
当

医学等に関する専門知識を必要
とし、かつ採用による欠員の補充
が困難な職に採用された職員に
採用から35年以内の期間支給(採
用から１年経過するごとに額を減
じて支給）
　医師・歯科医師
    最高支給月額　414,800円
　獣医師
　　最高支給月額　33,100円

異なる

・医師、歯
科医師の
支給期間
が21年以
上につい
て、国と異
なる支給
額を適用

・獣医師へ
の支給

116,121 2,639,124

住居手当
住居を借り受け月額12,000円を超
える家賃を支払っている職員
   (借家）　　 最高27,000円

異なる

基礎控除
額
16,000円
支給限度
額
28,000円

932,740 321,968

扶養手当

1　配偶者　　      　　　　  6,500円
2　子　　　　1人につき 　10,000円
3　父母等   1人につき    6,500円

※　満15歳に達する日後の最初
の4月1日から満22歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間に
ある子1人につき、5,000円を加算
※1及び3は行政職給料表8級相
当は3,500円、行政職給料表9級
相当は支給しない

同じ 1,650,099 253,121

内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（令和2年度決算）

支給職員1人当たり
手　当　名 平均支給年額

（令和2年度決算）
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円
特定任期付職
員業績手当

特定任期付職員のうち、特に顕著
な業績を挙げたと認められる職員
に対し支給
　給料月額に相当する額

同じ 0 0

農林漁業普及
指導手当

普及指導員が現地において直接
農林漁業者に技術及び普及指導
を行ったときに支給
　日額800円
（給料月額の8％の範囲内）

3,427 65,908

産業教育手当

農業又は工業に関する科目の授
業及び実習を担当する教員に給
料の5％（定時制通信教育手当受
給者は3％）を支給

40,506 231,461

定時制通信教
育手当

定時制・通信教育に従事する校
長及び教員に給料の5％（管理職
手当受給者は4％）を支給

37,388 256,084

義務教育等教
員特別手当

小中学校、県立学校に勤務する
教育職員に級号給に応じて2,000
～8,000円を支給

511,829 65,754

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員
に職務の級及び支給区分に応じ
て定額を支給
（55,000～126,400円）

異なる 支給額 1,095,285 715,872

休日勤務手当

祝日法による休日等において正
規の勤務時間中に勤務した職員
に支給
1時間当たりの給与額×1.35×時
間数（年末年始は、1時間当たり
の給与額×1.5×時間数)

異なる
年末年始の
支給割合 484,851 191,641

夜勤手当

正規の勤務時間として午後10時
から翌日の午前5時までの間に勤
務した職員に支給
1時間当たりの給与額×0.25×時
間数

同じ 185,607 79,421

管理職員特別
勤務手当

管理職手当支給対象職員が臨時
又は緊急の必要等により週休日
等に勤務した場合に支給
　6時間以下 6,000～12,000円
　6時間超   9,000～18,000円

同じ 3,698 43,506

宿日直手当

宿日直勤務を命ぜられた職員が
勤務した場合に支給
　一般の宿日直      4,400円
　機器等の監視、管理等
  のための当直      5,300円
　福祉施設等の生活介助
  等のための当直    6,100円
　医師当直　 　　　22,000円
　年末年始期間は、100分の150を
乗じて得た額

異なる
年末年始期
間の支給額 358,610 230,766

へき地手当

へき地学校に勤務する教職員に
給料及び扶養手当の月額の合計
額に級別に応じた支給割合を乗じ
て得た額
　 3級地　8％
 　2級地　6％
 　1級地　4％
 　準ずる学校　2％

39,739 144,507

内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（令和2年度決算）

支給職員1人当たり
手　当　名 平均支給年額

（令和2年度決算）
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(7) 特別職の報酬等の状況（令和3年4月1日現在）
区　　分

円 （ ）円

円 （ ）円

円

円

円

円

　　（算定方式） 　（1期の手当額）

＝
＝

＝

1　厳しい財政状況を踏まえ、令和3年度、知事及び副知事は給料及び期末手当を6％減額している。

　　なお、給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

2　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、知事及び副知事に

　については、1期(4年＝48月)、教育長については、1期(3年＝36月)勤めた場合における退職手当                                  

　の見込額である。

なお、平成30年4月1日から知事、副知事及び教育長の支給率を引き下げている。

3　上記の他、知事、副知事及び教育長については、地域手当（5％）及び通勤手当が支給される

　（公用車通勤の場合を除く）。

1,883,250 （退任時）

(注)

　（支給時期）

知　　事 121万円×在職月数×0.568 32,989,440 （任期ごと）

副 知 事  95万円×在職月数×0.404 18,422,400 （任期ごと）

副 議 長

議　　員

退
職
手
当

教 育 長  75万円×退職理由別・勤続年数別支給率

3.35月分

期
末
手
当

知　　事 　　（令和2年度支給割合）

副 知 事

教 育 長

議　　長 　　（令和2年度支給割合）

報

酬

議　　長 950,000

副 議 長 810,000

議　　員 770,000

3.35月分

給　　　　　料　　　　　月　　　　　額　　　　　等

給

料

知　　事 1,137,400 1,210,000

副 知 事 893,000 950,000

教 育 長 750,000
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(8) 公営企業職員の状況
ア　工業用水道事業

(ア)　職員給与費の状況

（注）1　職員手当には退職手当を含まない。

　　　2　職員数は令和2年4月1日現在の人数である。

3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、
　職員数には当該職員を含んでいない。

(イ)　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和3年4月1日現在）

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

44.3 344,563 521,527

84,986 14,325 33,979 133,290 7,015

平均年齢 基本給 平均月収額

　　　計　　　Ｂ Ｂ／Ａ　　

2年度
人　 千円 千円 千円 千円 千円

19

24.1

区分 職員数 給与費 一人当たり給与費

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

2年度
千円 千円　 千円　 ％ ％　

584,214 152,494 183,165 31.4

職員給与費比率 元年度の総費用に占
Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

区分
総費用

純損益又は
職員給与費

総費用に占める （参考）

実質収支
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(ウ)　級別職員数等の状況

　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和3年4月1日現在）

行政職給料表

（注）1　職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2　任期付職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員、再任用職員及び臨時的任用職員も本表に含む。

合　計 22

0 0.0
部
長
級

計

9級

1　本庁の部長の職務
2　本庁（和歌山海区漁業調整委員会事務局
　を除く。）の事務局長の職務
3　困難な業務を行う振興局の長の職務
4　特に困難な業務を行う参事の職務

0 0.0

0

8級

1　本庁の部に置かれる局の長の職務
2　振興局の長又は和歌山県東京事務所の
　長の職務
3　困難な業務を行う参事の職務

0 0.0

0 0.0
次
長
級

計 0

計 0

計 4

7級

1　参事の職務
2　困難な業務を行う本庁の課長の職務
3　困難な業務を行う地方機関の長の職務
4　困難な業務を行う振興局の部長の職務
5　困難な業務を行う企画員の職務

0 0.0

4 18.2
課
長
級

副課長 1
工業用水道管理センター所長 1
工業用水道管理センター次長 1

計 8

6級

1　本庁の課長の職務
2　振興局の部長の職務
3　地方機関（振興局及び和歌山県東京事務
　所を除く。次項において同じ。）の長の職
　務
4　本庁の副課長又は振興局の副部長の職
　務
5　企画員又は主幹の職務

4 18.2

課長 1

5級
1　本庁の課長補佐の職務
2　本庁の班長又は地方機関の課長の職務
3　主任の職務

8 36.4

課長補佐 1

8 36.4

課
長
補
佐
級

班長 1
工業用水道管理センター課長

3 13.6
係
長
級

計 4

4級 困難な業務を行う係長又は主査の職務 2 9.1

主査

3級
1　係長又は主査の職務
2　副主査の職務

1

計 1

7

段階

4 18.2

副主査 3
主査 1

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主事又は技師の職務

1 4.5

技師

1
主任 5

2

計 2

31.8
係
員
級

技師 2

計 3
1級 主事又は技師の職務 3 13.6

主事 1

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計 内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％）
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(エ)　職員の手当の状況

ａ　期末手当・勤勉手当

千円

（令和2年度支給割合）

　　　期末手当　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

ｂ　退職手当（令和3年4月1日現在）

（支給率）　　自己都合　　　応募認定・定年

勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置

(　2% ～　45% )
退職手当の調整額

（退職時特別昇給　　なし　　　　　　）

千円 千円

（注）1　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得た

  額である。

　　　2　退職手当の1人当たり平均支給額は、平成29～令和2年度に退職した職員に支給された平均額である。

ｃ　地域手当（令和3年4月1日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

（注） （　）内は、再任用職員の数である。

和歌山市及び橋本
市以外の地域 1.5 12(2) 1.5

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
一般行政職の制
度（支給率）

和歌山市 5 9 5

支給実績（令和2年度決算） 2,943 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 140,143   円

1人当たり平均支給額　 22,945

39.7575 47.7090

47.7090 47.7090

在職した職務の級に応じた定額
（0円～65,000円)の60月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　　 5～20％
　・管理職加算　10～20％

和歌山県

退
職
手
当
の
基
本
額

19.6695 24.586875

28.0395 33.270750

1人当たり平均支給額（令和2年度）

1,618

2.55 1.9
(1.45) (0.9)

和歌山県
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ｄ　特殊勤務手当（令和3年4月1日現在）

防疫業務等手当
保健所等に勤務する
職員

①感染症の患者の移
送、医療又は感染症の
防疫作業
②家畜伝染病予防法に
基づく患畜に接する作
業等
③狂犬病予防法に基づ
く捕獲等

7 千円
①②日額　330円
③日額　600円

用地交渉手当
公営企業課、工業用
水道管理センターに
勤務する職員

現地における公共用地
の取得の交渉の業務

0 千円

日額　1,000円
ただし、夜間に従事
した場合又は週休日
等に従事した場合
は、その勤務1日につ
き500円を加算するこ
とができる。

災害応急作業等手
当

公営企業課、工業用
水道管理センターに
勤務する職員

重大な災害が発生した
工業用水道施設及びそ
の周辺において行う巡
回監視、応急作業のた
めの災害状況の調査等

0 千円

日額　800円
ただし、日没から日
の出までの間に従事
した場合は、その勤
務1日につき400円を
加算することができ
る。

特別環境作業従事
手当

公営企業課、工業用
水道管理センターに
勤務する職員

①地上10ｍ以上の危険
箇所にて行う工業用水
道施設の管理業務
②非常に狭く崩落の危
険がある、又は水道管
の破裂等特別な危険の
生じるおそれのあるず
い道内の調査又は検査

0 千円
①日額　300円
②日額　500円

手当の種類（手当数） 4

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和2年度決算)
左記職員に対する支給単価

千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 508 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和2年度） 62.0 　％

支給実績（令和2年度決算） 7
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ｅ　時間外勤務手当

（注）1　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　2　職員1人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和2年度決算）」と同じ

　　　2　職員1人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和３年度決算）」と同じ　年度の4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外手当の支給対象とならない

　　　2　職員1人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和４年度決算）」と同じ　職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

ｆ　その他の手当（令和3年4月1日現在）  

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

イ　土地造成事業
(ア)　職員給与費の状況

（注）1　職員手当には退職手当を含まない。

　　　2　職員数は令和3年4月1日現在の人数である。

3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、
　職員数には当該職員を含んでいない。

2,526 5,566 20,726 6,909

Ｂ／Ａ　　

2年度
人　 千円 千円 千円 千円 千円

3 12,634

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　　Ｂ

215,305 196,462 26,982 12.5 5.3

区分 職員数 給与費 一人当たり給与費

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

2年度
千円 千円　 千円　 ％ ％　

区分
総費用

純損益又は
職員給与費

総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 元年度の総費用に占
Ａ  

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員
に職務の級及び支給区分に応じ
て定額を支給
（55,000～75,700円）

同じ 3,092 773,000

通勤手当

通勤距離が片道 2㎞以上で、交
通機関を利用し、又は交通用具を
使用して通勤している職員
1 交通機関　　限度額55,000円
2 交通用具
（1）二輪　  2,000～31,600円
（2）四輪    2,000～44,300円
3 パークアンドライド
　駐車料金の1/2　上限3,000円

同じ 2,383 132,389

住居手当

住居を借り受け、月額12,000円
を超える家賃を支払っている職
員
(借家)　　　　最高27,000円

同じ 932 310,800

（令和2年度決算）

扶養手当

1　配偶者　　      　　　　  6,500円
2　子　　　　１人につき 　10,000円
3　父母等   １人につき    6,500円

※　満15歳に達する日後の最初
の4月1日から満22歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間に
ある子1人につき、5,000円を加算

同じ 　 3,354 258,000

内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績 支給職員1人当たり

手　当　名
（令和2年度決算）

平均支給年額

支給実績（令和元年度決算） 1,825 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 107 千円

支給実績（令和2年度決算） 1,308 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 82 千円
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(イ)　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和3年4月1日現在）

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

（ウ） 級別職員数等の状況

　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和3年4月1日現在）

行政職給料表

（注）1　職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2　任期付職員、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員、再任用職員及び臨時的任用職員も本表に含む。

合　計 3

0 0.0
部
長
級

計

9級

1　本庁の部長の職務
2　本庁（和歌山海区漁業調整委員会事務局
　を除く。）の事務局長の職務
3　困難な業務を行う振興局の長の職務
4　特に困難な業務を行う参事の職務

0 0.0

0

8級

1　本庁の部に置かれる局の長の職務
2　振興局の長又は和歌山県東京事務所の
　長の職務
3　困難な業務を行う参事の職務

0 0.0

0.0
次
長
級

計 0

計 0

0

計 1

7級

1　参事の職務
2　困難な業務を行う本庁の課長の職務
3　困難な業務を行う地方機関の長の職務
4　困難な業務を行う振興局の部長の職務
5　困難な業務を行う企画員の職務

0 0.0

1 33.3
課
長
級

6級

1　本庁の課長の職務
2　振興局の部長の職務
3　地方機関（振興局及び和歌山県東京事務
　所を除く。次項において同じ。）の長の職
　務
4　本庁の副課長又は振興局の副部長の職務
5　企画員又は主幹の職務

1 33.3

主幹 1

5級
1　本庁の課長補佐の職務
2　本庁の班長又は地方機関の課長の職務
3　主任の職務

1 33.3

主任

0 0.0
係
長
級

計 1

4級 困難な業務を行う係長又は主査の職務 0 0.0

3級
1　係長又は主査の職務
2　副主査の職務

1

1 33.3

課
長
補
佐
級計 1

計 0

係
員
級

計 0
1級 主事又は技師の職務 0 0.0

内　訳 職制上の段階

（人） （％） 職　名 （人） （人） （％） 段階

1 33.3

副主査 1

2級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主事又は技師の職務

0 0.0
計 0

1

49.3 394,597 589,096

区分
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合　計

平均年齢 基本給 平均月収額

0.0
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(エ)　職員の手当の状況

ａ　期末手当・勤勉手当

千円

（令和2年度支給割合）

　　　期末手当　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

ｂ　退職手当（令和3年4月1日現在）

（支給率）　　自己都合　　　応募認定・定年

勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置

(　2% ～　45% )
退職手当の調整額

（退職時特別昇給　　なし　　　　　　）

千円 千円

（注）1　退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時の給料月額×支給率）に退職手当の調整額を加えて得た

  額である。

　　　2　退職手当の1人当たり平均支給額は、平成29～令和2年度に退職した職員に支給された平均額である。

ｃ　地域手当（令和3年4月1日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

（注） （　）内は、再任用職員の数である。

和歌山市及び橋本
市以外の地域 - - -

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
一般行政職の制
度（支給率）

和歌山市 5 3 5

支給実績（令和2年度決算） 697 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 232,333   円

1人当たり平均支給額　 - -

39.7575 47.7090

47.7090 47.7090

在職した職務の級に応じた定額
（0円～65,000円)の60月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　　 5～20％
　・管理職加算　10～20％

和歌山県

退
職
手
当
の
基
本
額

19.6695 24.586875

28.0395 33.270750

1人当たり平均支給額（令和2年度）

1,855

2.55 1.9
(1.45) (0.9)

和歌山県
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ｄ　特殊勤務手当（令和3年4月1日現在）

ｅ　時間外勤務手当

（注）1　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　2　職員1人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和2年度決算）」と同じ

　年度の4月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外手当の支給対象とならない

　職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

ｆ　その他の手当（令和3年4月1日現在）  

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円管理職手当

管理又は監督の地位にある職員
に職務の級及び支給区分に応じ
て定額を支給
（55,000～75,700円）

同じ 660 660,000

通勤手当

通勤距離が片道2㎞以上で、交通
機関を利用し、又は交通用具を使
用して通勤している職員
1 交通機関　　限度額55,000円
2 交通用具
（1）二輪　  2,000～31,600円
（2）四輪    2,000～44,300円
3 パークアンドライド
　駐車料金の1/2　上限3,000円

同じ 202 67,333

住居手当

住居を借り受け、月額12,000円
を超える家賃を支払っている職
員
(借家)　　　　最高27,000円

同じ 324 324,000

（令和2年度決算）

扶養手当

1　配偶者　　      　　　　  6,500円
2　子　　　　1人につき 　10,000円
3　父母等   1人につき    6,500円

※　満15歳に達する日後の最初
の4月1日から満22歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間に
ある子1人につき、5,000円を加算

同じ 　 636 318,000

内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績 支給職員1人当たり

手　当　名
（令和2年度決算）

平均支給年額

支給実績（令和元年度決算） 179 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 89 千円

支給実績（令和2年度決算） 8 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 4 千円

防疫業務等手当
保健所等に勤務する
職員

①感染症の患者の移
送、医療又は感染症の
防疫作業
②家畜伝染病予防法に
基づく患畜に接する作
業等
③狂犬病予防法に基づ
く捕獲等

1 千円
①②日額　330円
③日額　600円

手当の種類（手当数） 1

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績額

(令和2年度決算)
左記職員に対する支給単価

千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和2年度決算） 330 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和2年度） 67.0 　％

支給実績（令和2年度決算） 1
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